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別記第２号様式

（ 入 札 説 明 書 ）

この入札説明書は、平成２９年９月１５日に公告した一般競争入札（以下「入札」という。）

に関する説明書である。

この入札を次のとおり実施する。

１ 契約担当者等

支出負担行為担当者 石狩湾新港管理組合 管理者 高橋はるみ

２ 入札に付する事項

(1) 工事名称 花畔ふ頭用地舗装工事その５

(2) 工事場所 北海道石狩市

(3) 工事期間 契約締結日の翌日から平成３０年３月３０日まで

(4) 工事概要 工事延長 Ｌ＝８４．０４ｍ

掘削工 Ｖ＝８６０㎥

アスファルト舗装工 Ａ＝４，３４８㎡

コンテナ載荷板（750×5070×400） Ｎ＝ ３６枚

構造物撤去工 １式

照明配管工 １式

(5) 分別解体等の実施の義務付け

この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）

第９条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、契約に当たり再資

源化等に要する費用、解体工事に要する費用、分別解体等の方法、再資源化等をするた

めの施設の名称及び所在地を契約書に記載する必要があることから、特記仕様書に記載

された特定建設資材廃棄物、搬出数量等を参考に再資源化等に要する費用及び解体工事

に要する費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと。

３ 入札に参加する者に必要な資格

入札参加希望者は単体企業又は経常建設共同企業体であって、単体企業の要件は(1)、

経常建設共同企業体の要件は(2)とする。

(1) 単体企業の要件

ア 発注工事に対応する平成２９年石狩湾新港管理組合告示第１号に規定する舗装工事

の資格及び建設業法（昭和24年法律第100号）における建設工事の種類ごとに定める

許可を有すること。

イ 入札参加資格申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、石狩湾新港管理

組合の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領の規定に基づく指名停止を受けてい

ない者(指名停止を受けている場合においては、入札参加資格審査申請書等の提出期

間中にその停止の期間が経過している者を含む。)であること。

ウ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77
号）第２条第６号に規定する暴力団員）又は暴力団関係事業者（暴力団員が実質的に

経営を支配する事業者その他同条第２号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係

を有する事業者をいう。）に該当しない者であること。

エ 石狩湾新港管理組合における舗装工事の競争入札参加資格がＡ等級に格付されてい

ること。

オ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生

法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者につい

ては、手続開始決定後の石狩湾新港管理組合競争入札参加資格の再審査結果を有して
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いること。

カ 建設業法第３条第１項第２号に規定する特定建設業者又は同法第３条第１項第１号

に規定する一般建設業者であること。

キ 北海道内に主たる営業所（建設業許可申請書別記様式第一号又は別紙二（２）（建

設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）別記様式第一号又は別紙二（２））の「主

たる営業所」の欄に記載されているものをいう。）を有する者であること。

ク 過去15年間（平成14年度以降）に、本工事と同種で、かつ、おおむね同規模と認め

られる工事を元請として施工した実績を有すること。

なお、共同企業体として施工した実績は、当該共同企業体の構成員としての出資比

率が20パーセント以上の場合のものに限るものとする。

ケ 建設業法第26条に規定する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこ

れと同等以上の資格を有し、競争参加資格確認申請書等の提出日以前に３か月以上の

雇用関係にある者を工事に専任で配置できること。ただし、合併又は事業譲渡等があ

った場合は、この限りではない。

コ 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。

サ 本工事に係る設計業務等の受託者ではないこと、又は当該受託者と資本関係若しく

は人的関係がないこと。

シ 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと

（当該基準に該当する者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除

く。）。

なお、サ及びシにおける資本関係及び人的関係とは、次に掲げるものをいう。

また、当該関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を

取ることは、建設工事競争入札心得第４条第２項に該当しない。

(ｱ) 資本関係

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社（会社法（平成17年法律第

87号）第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方が

会社更生法第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定す

る再生手続が存続中の会社（以下「更生会社等」という。）である場合を除く。

ａ 親会社（会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会

社の関係にある場合

ｂ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

(ｲ) 人的関係

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、ａについては、会社の一方が更生

会社等である場合を除く。

ａ 一方の会社の会社の代表権を有する取締役（代表取締役）、取締役（社外取締

役及び指名委員会設置会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第１項第12号

に規定する指名委員会設置会社をいう。）の取締役を除く。)及び指名委員会設置

会社における執行役又は代表執行役（以下「取締役」という。）が、他方の会社

の取締役を兼ねている場合

ｂ 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生

法第64条第２項の規定により選任された管財人を兼ねている場合

(ｳ) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

上記(ｱ)又は(ｲ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合

ス アスファルトフィニッシャーを調達できること。

(2) 経常建設共同企業体の要件

ア 共同企業体は、石狩湾新港管理組合における舗装工事の競争入札参加資格がＡ等級

に格付されており、かつ、(1)のイ及びコの要件を満たしていること。
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イ 構成員の数は、２社又は３社であること。

ウ 構成員は、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてから営業

年数が２年以上の単体企業又は協業組合であること。

エ 構成員は、(1)のアからウまで、オからケまで、サ及びシの要件を満たしているこ

と。

また、(1)のク及びスの要件については、構成員の１社以上がその要件を満たして

いることとし、(1)のケの要件については、工事１件の請負代金額が建設業法施行令

第27条第１項に定める金額の３倍未満であり、他の構成員のいずれかが技術者を専任

で配置する場合において、残りの構成員は技術者を兼任で配置できることとする。

オ 各構成員の出資比率は、均等割の10分の６以上であること。

カ 構成員の組合せは、石狩湾新港管理組合における舗装工事の競争入札参加資格の格

付がＡ等級同士、Ａ等級とＢ等級、若しくはＢ等級同士の組合せであること。

キ 本工事の入札に参加する共同企業体の構成員は、単体企業、他の共同企業体の構成

員又は協同組合等の構成員として参加するものでないこと。

４ 入札参加資格審査申請

(1) 申請書等

入札参加希望者は、制限付一般競争入札参加資格審査申請書に次の書類を添付して提

出しなければならない。

ア 類似工事施工実績調書

イ 類似工事施工実績を証明する書面（工事実績証明書又はこれに代わる書面(ＣＯＲＩＮ

Ｓ登録の写し（ただし、類似工事実績で求めている項目が確認できる場合に限る。））又は契

約書等の写し）並びに共同企業体で施工している場合は共同企業体協定書及び付属協

定書の写し）

ウ 特定関係調書（当該調書提出後、入札書提出時までの間において、新たな資本関係

又は人的関係が生じた場合は、適宜持参により提出すること。）

エ 最新の経営規模等評価結果通知書の写し

オ アスファルトフィニッシャーの調達を証明する書類（所有している場合は車検証（写

し）及び車輌の写真、リース契約の場合は当該リース契約書（写し）、所有又はリー

スしていない場合は調達機械証明書及び調達予定機械を確認できる資料）

カ 返信用封筒（簡易書留料金分を加えた切手を貼付すること。）

(2) 提出期間

平成２９年９月１５日（金）から平成２９年９月２５日（月）まで（日曜日、土曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下「休日」

という。）を除く。）毎日午前９時から午後５時まで

(3) 提出場所

北海道石狩市新港南２丁目７２５－１

石狩湾新港管理組合総務部総務グループ

(4) 提出方法

持参することとし、送付又はファクシミリによるものは受け付けない。

(5) その他

ア 資料の作成に要する経費は、入札参加希望者の負担とする。

イ 提出された資料は、返却しない。

ウ 提出された資料は、無断で他に使用しない。

エ 資料提出後の再提出は認めない。

オ 経常建設共同企業体による入札参加希望者のうち、平成２９年度の経常建設共同企

業体の入札参加資格を有していない者は、共同企業体の入札参加資格審査申請書と経
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常建設共同企業体協定書を、本工事の入札参加資格審査申請書と同時に提出すること

を認めるが、共同企業体の入札参加資格審査申請は、平成２９年９月２１日（木）ま

でに提出すること。

５ 入札参加資格の審査

この入札は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条

の５の２に規定する制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者が３に掲

げる資格を有するかどうかの審査を行い、その結果を平成２９年９月２９日（金）までに

書面により通知する。

６ 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明

(1) 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、平成２９年１０月６日

（金）までに書面により説明を求めることができる。

なお、書面は次の提出先に持参することとし、送付又はファクシミリによるものは受

け付けない。

北海道石狩市新港南２丁目７２５－１

石狩湾新港管理組合総務部総務グループ

(2) 理由の説明は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日以内に書面

により回答する。

７ 契約条項を示す場所

北海道石狩市新港南２丁目７２５－１

石狩湾新港管理組合総務部総務グループ

８ 入札の執行場所及び日時

(1) 入札場所

北海道石狩市新港南２丁目７２５－１

石狩湾新港管理組合大会議室

(2) 入札日時

平成２９年１０月１０日（火）１０時３０分

(3) 初度の入札書提出時に工事費内訳書（以下「内訳書」という。）を持参し、提出する

こと。

なお、内訳書の提出がない場合や、内訳書の内容を確認する入札において、内訳書に

不備等がある場合は、当該入札は無効となり、また、再度入札を行う場合にあっては、

再度入札に参加できないことになるので注意すること。

(4) その他

入札の執行に当たっては、支出負担行為担当者により、競争入札参加資格があること

が確認された旨の制限付一般競争入札参加資格審査結果通知書の写しを提出すること。

９ 送付による入札

認めない。

10 入札保証金及び契約保証金

(1) 入札保証金

入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求め

ることがある。

(2) 契約保証金

契約を締結する者は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、
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又はこれに代える国債、地方債その他知事が確実と認める担保を提供すること。ただし、

財務規則第118条の定めるところより契約保証金の納付を免除された者は、この限りでは

ない。

(3) 契約を締結する者が共同企業体の場合は、契約保証金は、免除する。ただし、その

者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに

代える担保の納付を求めることがある。

11 落札者の決定方法

財務規則第98条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限

価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札（有効な入札に限る。）した者を落札者

とする。

12 契約書作成の要否

必要とする。

13 予定価格等

(1) 予定価格 事後公表とする。

(2) 最低制限価格 設定している。

14 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)の閲覧等

(1) 入札参加希望者は、設計図書等を閲覧することができるほか、競争参加資格確認申請

の用に供する場合に限り、閲覧期間中に設計図書等を複写することができる。

ア 閲覧期間

平成２９年９月１５日（金）から平成２９年１０月６日（金）まで（日曜日、土曜

日及び休日を除く。）毎日午前９時から午後５時まで

イ 閲覧場所

北海道石狩市新港南２丁目７２５－１

石狩湾新港管理組合閲覧室

(2) 設計図書等に関する質問は、書面によるものとし、持参又は送付により提出すること。

ア 受付期間

平成２９年９月１５日（金）から平成２９年１０月２日（月）まで（日曜日、土曜

日及び休日を除く。）毎日午前９時から午後５時まで

イ 受付場所

郵便番号061-3244 北海道石狩市新港南２丁目７２５－１

石狩湾新港管理組合総務部総務グループ

(3) 質問に対する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。

ア 閲覧期間

平成２９年９月１５日（金）から平成２９年１０月６日（金）まで（日曜日、土曜

日及び休日を除く。）毎日午前９時から午後５時まで

イ 閲覧場所

北海道石狩市新港南２丁目７２５－１

石狩湾新港管理組合閲覧室

15 支払条件

(1) 前金払

契約金額の４割に相当する額以内とする。

(2) 中間前金払
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契約金額の２割に相当する額以内とする。

なお、本事項及び(3)の事項については、契約締結時にいずれかを選択の上、契約書

を作成するものとし、契約締結後の変更は認めない。

(3) 部分払

１回とする。ただし、軽微な設計変更に伴い生じた新工種に係る出来形部分等に対応

する請負代金相当額は、当該設計変更に伴う請負代金額の変更が確定するまでの間は部

分払額の算出基礎に算入しない。

16 その他

(1) 入札の執行回数は原則２回までとする。

(2) 開札の時（落札者の決定前まで）において、３に規定する資格を有しない者のした入

札、財務規則第101条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反

した入札は、無効とする。

(3) 入札手続きの取消し

落札者の決定後において、支出負担行為担当者が入札の公正性が確保できないと認め

るときは、入札手続き全体を取り消すことがある。

(4) 入札書記載金額

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する

額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

た金額）をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する

金額を入札書に記載すること。

(5) 消費税等課税事業者等の申出

落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者

であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の

一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。

(6) 入札の取りやめ又は延期

この入札は、取りやめること又は延期することがある。

(7) この入札の執行は、公開する。

(8) この契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)が、中小企業信用保険法（昭

和25年法律第264号）第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度又

は金融機関等による売掛債権の買取りを工事完成検査合格後に利用しようとする場合又

は「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について」（平成11年

１月28日付け建設省経振発第８号）による下請セーフティネット債務保証事業若しくは

「地域建設業経営強化融資制度について」（平成20年10月17日付け国土交通省国総建第1

97号、国総建整第154号）による地域建設業経営強化融資保証制度を利用する場合にお

いて、契約者が工事請負代金の支払請求権について、債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、

道が適当と認めたときは当該債権譲渡をすることができることとしているので、留意す

ること。

なお、承諾依頼に当たっては、石狩湾新港管理組合が指定する様式により依頼するこ

と。

(9) この公告のほか、入札に参加する者は、建設工事競争入札心得その他関係法令の規定

を承知すること。

(10) 公告及び入札説明書の内容に関し不明な点は、石狩湾新港管理組合総務部総務グルー

プ(電話番号0133-64-6661)に照会すること。
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【入札説明書別記説明】

「３ 入札に参加する者に必要な資格」の説明

３の(1)のア

本工事に対応する建設業の種類は、当該許可をもって入札参加資格を得た舗装工事

業です。

３の(1)のク

本工事と同種で、かつ、おおむね同規模と認められる工事は、次のとおりです。

舗装工事 鋪装工で、Ａ＝２，２００㎡以上の工事

３の(1)のケ

(ｱ) 国家資格を有する主任技術者とは、１級土木施工管理技士、１級建設機械施

工技士又は技術士（建設部門）の資格を有する者です。

また、これと同等以上の資格を有する者とは、建設業法第15条第２号ハの規

定に該当する者です。ただし、共同企業体の代表者以外の構成員については、

２級土木施工管理技士（種別を「土木」に限る。）又は２級建設機械施工技士

を主任技術者とすることができます。

(ｲ) 監理技術者は、(ｱ)の要件を満たし、本工事に対応する建設業法の許可業種

に係る監理技術者の資格を有する者です。

３の(1)のサ

本工事に係る設計業務等の受託者は、北日本港湾コンサルタント(株)です。


